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１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

 (2)　指定地球温暖化対策事業所の概要

令和4年4月版
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等

2022

指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別

事業所
の種類

主たる用途

建 物 の 延 べ 面 積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

事 務 所

情 報 通 信

放 送 局

商 業

宿 泊
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指定地球温暖化対策事業者

特定テナント等事業者
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㎡

㎡

医 療

文 化

物 流

駐 車 場

基準年度3,470.53

１. と場部門：と場法等の関係法令に基づく牛・豚等のと蓄解体
２．市場部門：卸売市場法及び東京都中央卸売市場条例等の関係法令に基づく食肉卸
売市場
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工場その他上記以外
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地方公務

東京都中央卸売市場食肉市場

東京都港区港南二丁目7番19号

S_公務...他に分類されるものを除く 地方公務S98
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１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1-2)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

地球温暖化対策計画書

氏名（法人にあっては名称）
指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別



 (3)　担当部署

 (4)　地球温暖化対策計画書の公表方法

 (5)　指定年度等

年 月 日

２　地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

３　地球温暖化の対策の推進体制

2009

冊 子

そ の 他

事 業 所 の 使 用 開 始 年 月 日 1966 12

東京都港区港南二丁目７番１９号

９時から１７時まで閲覧可能時間：

冊子名：

所在地：窓 口 で 閲 覧

指定地球温暖化対策事業所 年度

東京都中央卸売市場管理部市場政策課

特定地球温暖化対策事業所

再エネの導入・利用に関する取組みについて：
現在導入している150kWの太陽光発電設備を効果的に利用すると共に、再エネ電力の利用について情報収集を
し、費用対効果を十分に考慮した上で導入を検討する。

閲覧場所：

年度

入手方法：

当市場では、日頃から環境配慮の積極的な取り組みを進めている。その中で、次の２つの点を重視して地球温
暖化対策に取り組む。
1.　事業所での省エネ対策
　施設管理者の対策を率先して行い、施設に関する対策を施設利用者との協議を重ねながら、計画期間内にす
べての対策を実施することを基本方針とする。
2.  普及啓発
　様々な機会を通じて職員及びテナント従業者施設利用者の環境に対する意識を向上させるなどの意識改革を
積極的に推し進める。

公表方法

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/アドレス：

19

ホームページで公表

2009

アドレス：

計 画 の
担当部署

東京都中央卸売市場食肉市場管理課管理担当

03-5320-7455

公 表 の
担当部署

名 称

名 称 東京都中央卸売市場管理部市場政策課

03-5479-0656電 話 番 号 等

電 話 番 号 等

執行責任者エネルギー管理員技術管理者

技術部門担当

統括管理者

推進員
運用部門担当管理部門担当

推進責任者

（副場長兼管理

課長）

推進員

（各課長代理）

推進員

（各課長代理）

推進責任者

（業務衛生課

長・作業課長・2

推進員

（各課長代理）

東京都 場内業者

推進責任者

（設備課長）



４　温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）
 (1)　現在の削減計画期間の削減目標

 (2)　次の削減計画期間以降の削減目標

５　温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

 (1)　温室効果ガス排出量の推移 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

(2)　建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

年度

2023 2024年度 年度2021 2022

19,351

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

2024

2025 2029年度から

年度から

各種高効率設備の導入推進を図るとともに、市場内業者と協力し、運用対策
も推進することで、総量削減を目指す。
さらに不足分については中央卸売市場の他市場の超過削減分の充当により総
量削減義務（25％）以上の削減を目指す。

2020 年度まで

ｔ（二酸化炭素
換算）

基 準 排 出 量

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

当事業所における特定温室効果ガス以外のガス（その他ガス）は水道の使用
及び下水道の排出に伴うものが主体となっている。従って、節水を行うこと
でその他ガス排出量を削減することとする。

75,750

年度まで

25%

Ⅱ
ｔ（二酸化炭素
換算）/年

20,199

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計)

削減義務
率の区分

平均削減
義 務 率

年度年度2020

20,134

年度年度 年度2022 2023 2024年度 2021

204.6 202.0

2020

六 ふ っ 化 い お う
（ SF6 ）

上 水 ・ 下 水 783

合 計

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年 度 排 出 量

20,376

そ
の
他
ガ
ス

776

ﾊ ﾟ ｰ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ
（ PFC ）

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2）

三 ふ っ 化 窒 素
（ NF3 ）

計 画
期 間

削 減
目 標

削 減
義 務
の

概 要

特 定 温 室
効 果 ガ ス

メ タ ン
（ CH4 ）
一 酸 化 二 窒 素
（ N2O ）

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵ ﾛｶ ｰﾎ ﾞﾝ
（ HFC ）

特定温室効果ガス
（エネルギー起源CO2）

計 画
期 間

特 定 温 室
効 果 ガ ス

削 減
目 標

引続き、各種高効率設備の導入推進を図るとともに、市場内業者と協力し、
運用対策も推進することで、総量削減を目指す。

年度

当事業所における特定温室効果ガス以外のガス（その他ガス）は水道の使用
及び下水道の排出に伴うものが主体となっている。従って、節水を行うこと
でその他ガス排出量を削減することとする。

19,600



６　総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

 (1)　基準排出量の算定方法

）

）

 (2)　基準排出量の変更

 (3)　削減義務率の区分

 (4)　削減義務期間

 (5)　優良特定地球温暖化対策事業所の認定

 (6)　年度ごとの状況 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

 (7)　前年度と比較したときの特定温室効果ガスの排出量に係る増減要因の分析

削 減 義 務 量
(D＝Σ (A× B))

排 出 上 限 量
（C＝ΣA-D）

2005年度、2006年度、2007年度

2024 年度前削減計画期間 2023 年度2020 年度 2021 年度 2022 年度

25,245

75,750

基 準 排 出 量
(A)

削 減 義 務 率
(B)

2021

2024

2022 年度

Ⅱ

算定方法：（

変 更 年 度

年度

決
定
及
び
予
定
の
量

20,199 20,199

25.00%

2024 年度

過去の実績排出量の
平 均 値

排 出 標 準 原 単 位 を
用 い る 方 法

そ の 他

特 に 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

年度から

極 め て 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

削減義務率の区分

基準年度：（

2020 2021

2020 年度まで

年度

25.00%

2020 年度
削 減 義 務
期 間 合 計

2023 年度 2024 年度年度

1,447599

38,951

20,199

25.00%

100,995

25.00%

20,19920,199

年度 2022 年度 2023

25.00%

具体的な増減要因

本物件はと畜解体処理を行っており、対象年度は前年度と比較して牛と畜数が約4%、
豚と畜数が約1%減少した。そのためエネルギー使用量は減少し、2021年度の特定温室
効果ガスの排出量は減少した。また、継続して行っている照明LED化も電気使用量の減
少に寄与した。

増 減 要 因
削 減 対 策 床 面 積 の 増 減 用 途 変 更

設 備 の 増 減 そ の 他

排 出 削 減 量
（F＝A - E）

実
績

特定温室効果
ガス排出量(E)

848

19,600 19,351



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称

【特定温室効果ガス排出量の削減の計画及び実施の状況】

1 380700
38_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

特高変電所高効率変圧器への更新 2012～ 特高変電所2012年度実施、仮設棟変電所2015年度実施

2 380700
38_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

エレベーターのインバーター化 2010～ 大動物棟2010年度、市場棟2013年度、仮設棟

3 330200
33_加熱及び冷却並びに伝
熱の合理化に関する措置

空調負荷の低減等(ｶﾞﾗｽ面への断熱塗料塗
布、冷房温度1℃緩和

2010～2013 センター棟：7,8,9階南面ガラスへの断熱塗料塗布を完了

4 360700
36_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

水処理施設高効率ブロアの導入 2011 2011年度の完了

5 350600
35_抵抗等による電気の損
失の防止に関する措置

照明器具の高効率器具への更新 2008～ 各年度で順次照明器具を省エネ型器具に更新

6 329900
32_ボイラー・工業炉・蒸
気系統・熱交換器等に係る
その他の削減対策

蒸気配管・弁類およびボイラ本体の保温 2011 蒸気配管、弁類の保温は2010年に完了、ボイラ本体の保温を計画中

7 370700
37_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

冷蔵庫用冷凍機の高効率機化 2011～
2011年に市場棟1階の都所有の冷蔵庫の空冷式に更新完了
今後冷媒をフロンガスから自然冷媒に変更時に高効率化を予定。

8 360700
36_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

省エネVベルトへの交換 中止 耐久性に難点が有ることから計画中止

9 360700
36_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

ポンプ・ファンのインバーター化 2010～2013 2013年度までに実施済

10 380700
38_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

照明の自動調光と点灯時間の見直し 2010～2013
2011年にセンタービル廊下、ロビーの器具を人感センサーによる自
動点滅に更新済み

11 380700
38_電気の動力・熱等への
変換の合理化に関する措置

ボイラー給水量５％節水によるガス消費量
の削減

2011 2011年に実施、継続中

12 400200
40_加熱及び冷却並びに伝
熱の合理化に関する措置

ヒートポンプによる給湯・冷熱の導入 中止

13 170200 17_コージェネレーション マイクロコジェネ設備の新設 2015

14 120200 12_冷凍機の効率管理 コンテナ冷蔵庫の不使用期間の停止 2015

15 150200 15_照明設備の運用管理 照明のLED化 2017 大動物Ｃラインけい留所 蛍光灯

16 150200 15_照明設備の運用管理 照明のLED化 2018 センタービル9階

備 考
対策
Ｎｏ

対策の区分
対 策 の 名 称 実 施 時 期



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称
備 考

対策
Ｎｏ

対策の区分
対 策 の 名 称 実 施 時 期

17 150200 15_照明設備の運用管理 照明のLED化 2018 大動物Ｃラインけい留所 水銀灯

18 150200 15_照明設備の運用管理 照明のLED化 2019 センタービル7,8階 ※2019年度の3月以降に実施

19 150200 15_照明設備の運用管理 照明設備の更新、LED化 2020 センタービル5,6階、大動物棟

20 150200 15_照明設備の運用管理 照明設備の更新、LED化 2021
センタービル3,4階、その他小修繕（センタービル、小動物棟、水
処理センター等）

　　（再生可能エネルギーの設備導入及び利用の状況）

71 190200 19_低炭素電力・熱の利用 太陽光発電設備の新設 2013 150kWの発電設備の2013年完了

72

73

【その他ガス排出量の削減の計画及び実施の状況（その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当する場合のみ記載）】

81

82

83

【排出量取引の計画及び実施の状況】

91 490100 49_排出量取引 他事業所との超過削減量の取引

92 490100 49_排出量取引 グリーン電力の購入

93



８　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

東京をはじめとする多くの消費者に安全で安心なお肉を供給することを前提として、地球環境への負荷を軽減すべ
く無駄の無い設備・機器の稼動を図るとともに、省エネへの啓発活動を実践している。

１．省エネ対策
   17年度の大動物棟新ラインの本格稼動以降、エネルギー使用量が大幅に増加した。こうした中、運用改善や中
小規模の設備改修による、エネルギー使用量の削減により減少傾向に転ずることができた。一方で大規模な改修対
策は、市場内の整備計画との関係等で見直しや実施が延期されるものもある。今後、効果の大きな対策の具体化に
向けた検討を推進していく。
①　照明器具の点灯時間の縮小、点滅系統の細分化による部分点灯を可能とした。
②　人感センサーによる照明の自動点滅システムの導入。
③　センタービル4階のテナント設置のミニボイラーを高効率給湯器に更新した。
④　センター棟屋上に太陽光発電設備設置（2013年7月）
⑤　コージェネレーションシステムの設置（2016年4月）によりピークカットに寄与している。
⑥　LED化を推進する（大動物Cラインけい留所蛍光灯：2018年2月実施、センタービル9F：2019年2月実施、大動物
Cラインけい留所水銀灯：2019年2月実施、センタービル7,8F：2020年3月実施、センタービル5,6階：2020年11月実
施、大動物棟照明器具：2020年12月実施）

２．啓発活動
  省エネ推進委員会を設置しており、場内業者も参加し定期的に委員会を開催して、省エネ対策の進捗状況や今後
の対策について検討を行っている。

３．23年3月11日の東日本大震災以降の節電対策として、照明の間引き点灯など運用改善を中心に省エネ活動を継
続的に実施している。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：
現在150kWの太陽光発電設備を導入している。
また、再エネ電力の利用について情報収集をし導入を検討している。


